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自
治
基
本
条
例
推
進
委
員
会 
委
員
を
募
集

 

●
問
い
合
わ
せ
先　

企
画
課　

企
画
広
報
班　

☎
０
９
６（
２
４
８
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１
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ま
ち
づ
く
り
に
参
加
し
ま
せ
ん
か

令
和
５
年
度
人
間
ド
ッ
ク
受
診
費
用
を
補
助
し
ま
す

 

●
問
い
合
わ
せ
先　

健
康
づ
く
り
推
進
課（
ヴ
ィ
ー
ブ
ル
内
）　

☎
０
９
６（
２
４
８
）１
１
７
３

市
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者
へ

人
間
ド
ッ
ク
受
診
費
用
の
一
部
を
補
助
し

ま
す
。
健
診
受
診
は
健
康
づ
く
り
の
第
一
歩

で
す
。
早
期
発
見
・
早
期
治
療
の
た
め
、
定

期
的
に
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

▼
対
象（
①
②
と
も
に
先
着
順
）

①
国
民
健
康
保
険
加
入
者（
９
０
０
人
）

・
令
和
５
年
４
月
１
日
時
点
お
よ
び
受
診
日

に
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人

・
本
年
度
中
に
満
40
歳
以
上
に
な
る
人

・
国
民
健
康
保
険
税
の
滞
納
が
な
い
人

・
特
定
健
診（
集
団
健
診
・
個
別
健
診
）を
受

け
な
い
人

②
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者（
２
５
０

人
）

・
受
診
日
時
点
で
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
加
入
し
て
い
る
人

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
滞
納
が
な
い

人
・
後
期
高
齢
者
健
診(

集
団
健
診
・
個
別
健

診)

を
受
け
な
い
人

▼
補
助
の
内
容

人
間
ド
ッ
ク
検
診
料
金
の
７
割
以
内
で
、

上
限
２
万
５
千
円

※
コ
ー
ス
内
容
・
料
金
表
、
人
間
ド
ッ
ク
補

助
金
申
請
書
な
ど
は
４
月
下
旬
に
各
申
込

窓
口
に
配
置
し
ま
す

▼
申
込
期
間
・
場
所

臨時窓口
5月10日（水）～
11日（木）正午まで

・
ヴ
ィ
ー
ブ
ル（
ロ
ビ
ー
）

・
西
合
志
総
合
窓
口

　
（
御
代
志
市
民
セ
ン
タ
ー
内
）

・
泉
ヶ
丘
市
民
セ
ン
タ
ー

　
（
多
目
的
ホ
ー
ル
）

・
須
屋
市
民
セ
ン
タ
ー（
体
育
館
）

通常窓口
5月11日（木）正午～
31日（水）

・
健
康
づ
く
り
推
進
課

　
（
ヴ
ィ
ー
ブ
ル
内
）

・
西
合
志
総
合
窓
口

　
（
御
代
志
市
民
セ
ン
タ
ー
内
）

・
泉
ヶ
丘
支
所

・
須
屋
支
所

※
期
間
を
過
ぎ
た
場
合
は
受
け
付
け
で
き
ま

せ
ん

▼
持
っ
て
く
る
も
の

保
険
証

▼
注
意
事
項

受
診
日
前
に
国
民
健
康
保
険
の
資
格
を
喪

失（
社
会
保
険
へ
の
加
入
な
ど
）し
た
人
に

は
補
助
が
で
き
ま
せ
ん
。

特
定
健
診
・
後
期
高
齢
者
健
診
と
の
二
重

受
診
な
ど
で
補
助
対
象
に
該
当
し
な
い
こ

と
が
判
明
し
た
場
合
は
、
全
額
受
診
者
負

担
と
な
り
ま
す
。

市
で
は
、『
合
志
市
自
治
基
本
条
例
』を
制

定
し
、
市
民
・
市
議
会（
議
員
）・
市
の
執
行

機
関（
市
長
・
市
職
員
）の
三
者
に
よ
る
ま
ち

づ
く
り
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
こ
の
自
治
基

本
条
例
の
運
用
状
況
を
確
認
し
、
条
例
の
基

本
的
な
事
項
に
つ
い
て
調
査
・
審
議
す
る
機

関
と
し
て『
合
志
市
自
治
基
本
条
例
推
進
委

員
会
』を
設
置
し
て
い
ま
す
。

委
員
に
は
、
各
種
団
体
か
ら
推
薦
さ
れ
た

委
員
の
他
に
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
公
募

に
よ
る
委
員
も
選
任
し
て
い
ま
す
の
で
、
改

選
に
伴
い
次
の
と
お
り
委
員
を
公
募
し
ま

す
。

▼
委
員
の
仕
事

・
自
治
基
本
条
例
の
運
用
状
況
確
認
と
検
証

の
審
議

・
自
治
基
本
条
例
の
啓
発
に
関
す
る
こ
と
な

ど
▼
募
集
人
数　

３
人

※
作
文
な
ど
を
参
考
に
選
考
し
ま
す

▼
任
期　

６
月
１
日
か
ら
２
年
間

▼
応
募
方
法　

住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
電
話

番
号
を
明
記
し『
応
募
の
理
由
』と『
合
志

市
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
思
う
こ
と
』

の
作
文（
８
０
０
字
以
内
）を
企
画
課
ま
で

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
応
募
は
、
持
参
、

郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル
で
お

願
い
し
ま
す
。

な
お
、
様
式
は
問
い
ま
せ
ん
が
、
標
準
応

募
用
紙
を
企
画
課
企
画
広
報
班
に
備
え
て

い
ま
す
。ま
た
、市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
印
刷

し
て
使
用
で
き
ま
す
。

▼
募
集
期
限　

４
月
２８
日
㈮

▼
応
募
先

〒
８
６
１

－

１
１
９
５（
住
所
記
載
不
要
）

合
志
市
役
所　

企
画
課　

企
画
広
報
班

{kikaku @
city.koshi.lg.jp

N
０
９
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２
４
８
）１
１
９
６

新型コロナワクチン接種情報
●問い合わせ先　市新型コロナワクチン接種コールセンター
 ☎０９６-321-６547

マイナンバーカードを令和5年2月末までに申請した人へ

マイナポイントの受け取りは5月末までに

市ホームページ 市LINE

令和5年度の新型コロナワクチン接種について
令和５年４月以降の接種方針が国から示されまし

た。予約開始の日時などの詳細内容については、今
後決まりましたら、広報紙やホームページなどでお
知らせします。

5歳～ 11歳、６カ月～4歳の接種について
引き続き接種を行ないます。初回接種を希望する

場合は、市コールセンターにご連絡ください。また、
５歳～ 11歳の追加接種に使用するワクチンがオミク
ロン株対応２価ワクチンに変わります。未接種分の
接種券をお持ちで接種を希望する場合は、市コール
センターへ連絡してください。

▼4月以降の新型コロナワクチン接種について
接種時期 春夏（５月～８月） 秋冬（９月以降）
対象者 ・65歳以上の人

・基礎疾患がある人（12歳から64歳）
・医療従事者など

初回接種（１・２回目）を終了した５歳以上の
全ての人

使用ワクチン オミクロン株対応２価ワクチン 国で引き続き検討
接種費用 無料 無料

春夏接種
・65歳以上の6回目接種対象者には順次接種の案内と接種券を送付する予定です。
　（3～５回目が未接種の人は、お持ちの接種券で接種できますので、新たな送付はありません）
・基礎疾患がある人や医療従事者などは、接種券の発行申請が必要です。市コールセンターへご連絡ください。
※初回接種（１・２回目）をしていない人への初回接種は引き続き実施していきます

マイナポイントの受け取り手続きがまだの人は、お早めに申請してください。

▶受け取り手続きの方法
①スマートフォンにマイナポイン

トアプリ・マイナポータルアプ
リをダウンロードして、アプリ
から申し込む。

②市役所１階の支援窓口で申し込
む。（平日のみ　午前９時～午
後４時30分受け付け）

③手続きスポット（携帯ショップ、
郵便局、コンビニATMなど）で
申し込む。

マイナポイント
第２弾

もらえるポイント
（合計20,000円相当） 付与方式 対象 ポイントの

申請期限
Ａカード新規取
得者など
（マイナポイ
ント未申込者
を含む）

最大5,000円相当の
ポイント

20,000円のチャージ
または決済に対し、
付与率25％（最大
5,000円相当）のポ
イント付与

発行申請を2月
末までに行な
い、マイナン
バーカードが手
元にある人

5月末

※Ａを受け取る
ためには、５
月末までに
チャージ・決
済まで完了す
る必要があり
ます

Ｂ健康保険証利
用申し込み

7,500円相当の
ポイント

直接付与方式
※チャージや決済
に関係なく、各
7,500円相当のポ
イントを付与

Ｃ公金受取口座
登録

7,500円相当の
ポイント

▶手続きに必要なもの
・マイナンバーカード（有効期限内のもの）
・数字４桁の暗証番号（利用者証明用・券面事項入力補助用）
・マイナンバーカードと同じ名義の銀行口座が確認できる

もの（通帳、キャッシュカードなど）
・対象となるキャッシュレスサービス（電子マネー、アプリ、

クレジットカードなど）
※選択するサービスによっては、アカウント情報や事前登

録が必要です。不明な場合は事前にお尋ねください

●問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
☎０１２０－９５－０１７８
マイナポイントについて
企画課　企画広報班
☎０９6－２４８－１８１3
マイナンバーカードの申請について
市民課
☎０９6－２４８－１１１3

▲マイナポータル

▲マイナポイント事業


